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経済成長と温室効果ガス排出量の関係──累積的因果連関モデルによる分析 
宇仁宏幸（京都大学） 

 
I はじめに 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 4 次報告書によると、世界の平均気温は 1906～
2005 年の百年間に 0.74℃上昇した。この原因は二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス（以下

GHG と表記する。）が自然の吸収量を超えて増大し続けていることであると推定されている。ま

た UNFCCC（気候変動に関する国際連合枠組条約）の報告書1によると、産業革命前と比べた気

温上昇を 2.0～2.4℃に抑えるには、先進国の二酸化炭素排出量を 2020 年に 1990 年比で 25～40％
削減することが必要であり、さらに 2050 年に 80～95％削減することが必要である。 

Daly (1996)によると、経済は生態系(ecosystem)のサブシステムである。したがって経済の規

模には上限があり、それは生態系の再生力と吸収力のうち、いずれか小さい方の能力によって規

定される。しかし、生態系の制約を受けていることを無視したこれまでの経済成長の結果、今日

の多くの国と地域の経済は、この上限を超えており、生態系の自己調節機能はすでに損傷してい

ると考えられる。その証拠のひとつが地球温暖化であろう。 
マルクスも含めて、大部分の経済理論は、富の生産と再生産や労働の生産力・生産性に焦点を

当ててきた。生産などの人間活動が生態系に及ぼす再生不可能な破壊力や破壊性を理論化する本

格的試みが始まったのが 20 世紀の半ばである2。そして、今日、富の生産と生態系の破壊との間

に何らかの結びつきがあることは広く認識されているとしても、生産力と破壊力との関係、労働

の生産性変化と破壊性変化との関係に関する理論的・数量的な分析は少なく、定説といえるもの

も見当たらない3。本稿の第 1 の目的は、1990 年代以降の先進諸国における GHG 排出と経済成

長との関係を数量的に分析することにより、「定型化された事実」を明らかにすることである4。

特に重要なのは、ある制度的条件下ではGHG排出削減と経済成長が両立するという事実である。

本稿の第 2 の目的は、「定型化された事実」を、累積的因果連関モデルを用いて分析することであ

る。GHG 排出削減と経済成長とは両立するケースにおいても、両者の間には部分的ジレンマが存

在することを明らかにする。したがって、GHG 排出削減を優先するか経済成長を優先するかは政

治的選択となる。 
本稿の構成は次の通りである。第 II 節では、既存の代表的な見解を批判的に検討する。第 III

節では、1990 年以降の先進 18 カ国における GHG 排出量と経済成長率との関係についてのパネ

                                                  
1 United Nations Framework Convention on Climate Change, ‘Synthesis of information 
relevant to the determination of the mitigation potential and to the identification of possible 
ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties’, Technical Paper, 26 July 2007. 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/tp/01.pdf 
2  先駆的な試みとしては、柴田(1953)や Georgescu-Roegen (1971)が挙げられる。 
3 「環境クズネッツ曲線」の推定の試みや「デカップリング(Decoupling)」という分析概念の提

示の試みがすでにあるが、両者の試みとも多くの問題点を抱えている（内山, 1993; United 
Nations Environment Programme, 2011; 高井, 2011）。 
4 質的に多様な生産力は価格を使って量的に集計することが可能であるが、破壊力はそのような

集計ができない。質的に多様な環境破壊のうち、本稿では GHG 排出という一側面だけを取り上

げる。GHG 排出量については信頼できるデータがあるからである。また 1990 年代以降の先進諸

国に分析を限定する理由は、第 II 節で述べる。 
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ルデータ分析と時系列データ分析の結果を説明する。第 IV 節では、労働投入に対する動学的収穫

逓増効果と、GHG 排出に対する動学的収穫逓増効果との間にはトレードオフの関係があることを

示す。第 V 節では、GHG 排出削減のためのイノベーションの転換が成長体制にどのような影響

を及ぼすかを、累積的因果連関モデルに基づいて説明する。 
 

II 既存の代表的な諸見解の批判的検討 
直感的には、経済成長率が高いほど GHG は増加すると考えられがちである。そこから経済成

長と GHG 削減とは両立しないという消極論や悲観論がでてくる。また、GHG 削減のためには経

済成長率ゼロやマイナス成長が望ましいという極端な主張もでてくる。以下では、3 つの代表的

な見解を批判的に検討する。いずれも、データの処理に難点があり、そこから誤った主張が導か

れている。議論を整理するために、下記に示す「茅の方程式」を利用する。 
GHG 排出量を G、実質 GDP を Y、エネルギー消費量を E で表すと、 

( / ) ( / ) ( / )G Y G Y Y E Y G E= × = × ×  
この式の両辺を変化率に変換すると、次のような「茅の方程式」と呼ばれる恒等式が導かれる。 

ˆ ˆ ( / ) ( / / )G Y G Y g g Y E G Eε= − − = − = − −  

ここで、 ˆg Y= は経済成長率、 /G Yε = − は排出係数低下率、 /Y E はエネルギー生産性上昇率、

/G E− は「脱炭素率」つまりエネルギー消費量 1 単位当たりの GHG 排出量の減少率を表す。茅

の方程式は、GHG 排出量の変化率は、経済成長率と排出係数低下率との差に等しいことを示して

いる。また、排出係数低下率は、エネルギー生産性上昇率と脱炭素率の和に等しいことも示して

いる。 
第 1 の代表的見解は、茅(2008)である。茅は先進 5 カ国（アメリカ、イギリス、ドイツ、フラ

ンス、日本）の 1980～2005 年のデータを用いて、「茅の方程式」を構成する各変化率を計算し、

それに基づき次のような見解を述べている。①過去のデータによると経済成長率はエネルギー生

産性上昇率より大きい。②したがって、GHG 排出量削減率の上限はエネルギーの脱炭素率となる。

③過去の脱炭素率の推移から判断すると、2020 年に排出量の 25～40%減という IPCC の目標達

成は技術的に困難である。そして茅の政策的主張は、IPCC などの地球温暖化対策の目標は高す

ぎるので引き下げるべきであるという消極的なものとなる。しかし、茅自身の示すデータを見て

も、ドイツのエネルギー生産性上昇率は経済成長率を上回っており、上記①の主張は 5 カ国すべ

てに妥当していない。後で述べるように、多くの先進諸国が地球温暖化対策に取り組み始めた

1990 年代以降のデータでは、かなりの数の国において、エネルギー生産性上昇率は経済成長率を

上回る。したがって、上記①の主張は一般的妥当性をもたない。また、「茅の恒等式」の構成要素

をそれぞれ独立的に分析し予測している点に茅(2008)の根本的問題点がある5。 
第 2 の代表的見解は石見(2009)である。石見は「茅の方程式」を構成する各変化率の世界全体

                                                  
5 U.S. Energy Information Administration (2010)も「茅の恒等式」を用いているが、同じ根本

的問題点を含んでいる。 
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の値を問題にする。1970～2004 年の 34 年間では、世界全体の経済成長率は 146%（うち人口増

加 69%、1 人あたり GDP 増加 77%）、エネルギー生産性上昇率は 34 年間で 33%であり、経済成

長率はエネルギー生産性上昇率を大きく上回っている。今後も世界の人口増加傾向は続くだろう

し、1 人あたり GDP 増加の抑制にも抵抗があるだろうし、エネルギー生産性の革命的な上昇も困

難であると石見は考える。そして石見の結論は、地球温暖化は止められず、2050 年に気温上昇を

2℃以内に抑えるのは困難であるという悲観論となる。しかし、人口動態、経済成長率、環境政策

が大きく異なる先進国と発展途上国とを区別せず、一括したデータで論じる分析方法に石見の誤

りがある6。また、先に述べた茅の議論の誤りは、石見にもあてはまる。 
第 3 の見解は Victor (2008)である。Victor は、先進各国の経済成長率と排出係数低下率につい

て、1972～2002 年の平均年率を計算し、それを散布図にプロットする。この散布図では、経済

成長率と排出係数低下率との間には負の弱い相関がみられる。この結果に基づいて、経済成長率

が低いほど、排出係数低下率は大きいと主張する(p.121, Figure 7.1)。そして、Managing Without 
Growth という著書のタイトルにも示されているように、Victor の政策的主張は、2005～2055
年において、先進国が年率 2.6％の GHG 排出量削減を行うためには、1 人当たり GDP 成長率を

ゼロにするべきであるというものである。しかし、1972～2002 年という 30 年間の平均年率では

なく、1972～82 年、1982～92 年、1992～2002 年に時期区分して各 10 年間の平均年率をプロッ

トすると、1992～2002 年の散布図では、Victor の散布図とは異なり、正の相関がみられる（こ

のことは Victor 自身が認めている）。つまり、かなりの先進各国が地球温暖化対策を本格化させ

た 1990 年代以降時期には構図が変化したといえる。1990 年代以降のデータとそれ以前の時期の

データとを区別していない Victor の見解は妥当性を欠く。つまり、Victor は、経済成長率と排出

係数低下率との相関関係の推計において、先進諸国における制度変化を事実上、無視しているの

である。 
 

III 1990～2008 年の先進諸国の分析結果 
 
1 パネルデータによる分析 
この節では、人口動態、経済成長率、環境政策における先進国と途上国との違いを重視し、さ

らに 1990 年代以降先進国で起きた制度変化を重視する立場から、1990～2008 年の先進諸国のパ

ネルデータ分析と時系列データ分析の結果を述べる。使用したデータのうち、実質 GDP と総就

業者数(Total employment)は Source OECD の統計データベースから得た。GHG 排出量(GHGs 
excluding LULUCF, in Gg CO2 eq.)は UNFCCC（気候変動に関する国際連合枠組条約）のホー

ムページから得た。UNFCCC ホームページに GHG 排出量データがあり、かつ Source OECD の

統計データベースで 1990 年以降の総就業者数データがそろっているのは、次の 18 カ国である。

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イ

タリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スペイン、スウェ

ーデン、スイス、イギリス、アメリカ（ただしドイツとスイスの就業者数データは 1991 年以降

                                                  
6 このような分析方法の誤りについて、Victor (2008)も、先進国と発展途上国それぞれのデータ

を挙げて指摘している(p. 113)。 
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のものとなるので、以下の分析でもこの二国の分析期間は 1991～2008 年となる。）。 
各国の GHG 排出係数低下率と経済成長率について、1990～2008 年の平均年率を計算し、プロ

ットすると図 1 のようになる（ルクセンブルグの経済成長率は 4.5％、排出係数低下率は 4.8％で

あり、図 1 では枠外に位置する。）。茅(2008)や石見(2009)の主張に反して、多くの国が 45 度線よ

り上に位置しており、GHG 排出量削減を実現している。 
また、この 18 カ国のデータを用いて、単純回帰を行った結果は次の通りである（括弧内の数値

は t 値である。）。 
ε = 0.58 g + 0.0085   R2 = 0.249 

                     (2.31)    (1.31)  
図 1 においては、Victor (2008)が示した負の相関関係ではなく、GHG 排出量変化率と経済成長

率との間には正の相関が認められる。しかし決定係数が低いことに示されるように、この回帰式

の説明力は高くない。図 1 を注意深く見ると、経済成長率と排出係数低下率との間の関係に関し

て、18 カ国は次の 2 つのグループに分岐している。第 1 のグループは、45 度線より上に位置す

る諸国であり、主にヨーロッパ諸国である。これらの国では排出係数低下率は経済成長率を上回

っているので、GHG 排出量はこの 18 年間において減少した。第 2 のグループは、45 度線より下

に位置する諸国であり、主にアングロサクソン諸国である。これらの国では排出係数低下率は経

済成長率を下回っているので、GHG 排出量はこの 18 年間において増加した。また、この両グル

ープとも、各グループ内での経済成長率と排出係数低下率との間には、正の相関が認められる。 

図1　経済成長率と排出係数低下率との関係
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このように分岐が生じた原因を探るために、制度変数を追加した回帰分析を行った。制度変数

として選んだのは、環境税（炭素税）である7。1990 年代に環境税を導入した下記の 8 カ国の制

度変数を 1、その他の 10 カ国の制度変数を 0 とした8。 
                                                  
7 環境税の他に、排出量取引制度と再生可能エネルギーの固定価格買取制度も GHG 排出削減に

有効な制度である。排出量取引制度はイギリスで 2001 年、EU で 2005 年に導入された。再生可

能エネルギーの固定価格買取制度はドイツで 2001 年に導入された。 
8 環境税導入年については環境省「諸外国における温暖化対策に関連する主な税制改正の経緯」
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フィンランド（1990 年いわゆる炭素税 Additional duty 導入） 
スウェーデン（1991 年二酸化炭素税 CO2 tax 導入） 
ノルウェー（1991 年二酸化炭素税 CO2 tax 導入） 
デンマーク（1992 年二酸化炭素税 CO2 tax 導入） 
オランダ（1992 年一般燃料税 General fuel tax 導入、1996 年規制エネルギー税 Regulatory 

energy tax 導入） 
イギリス（1993～99 年炭化水素油税 Hydrocarbon oil duty の段階的引上げ、2001 年気候変動

税 Climate change levy 導入） 
ドイツ（1999～2003 年鉱油税 Mineral oil tax の段階的引上げ、1999 年電気税 Electricity tax
導入） 

イタリア（1999 年鉱油税 Excises on mineral oils の改正、石炭等を追加） 
 
制度変数(Institution)を説明変数に追加した推計結果は次の通りである。 

ε = 0.0080 × Institution + 0.70 g + 0.0021   R2 = 0.420 

          (2.10)               (2.97)   (0.32)  
制度変数を含まない先の結果と比べて、決定係数が大きく、回帰式の説明力が高い。また制度

変数の係数推定値も経済成長率の係数推定値もともに正で有意である。経済成長率が大きいほど

排出係数低下率も大きい。また環境税の存在は、排出係数低下率を 0.80％ポイント大きくする効

果を持っている。図 1 において 45 度線より上に位置するグループ（主にヨーロッパ諸国）と下に

位置するグループ（主にアングロサクソン諸国）の分岐のひとつの要因は環境税の有無という制

度的違いにあるといえるだろう。GHG 排出量の増加抑制あるいは削減は、様々な手段を通じて行

われるが、GHG 排出削減のための最も有力な手段は、利潤や賃金の一部を、GHG 排出削減効果

をもつ設備に投資することであろう9。GHG 排出が企業の生産コストあるいは労働者の生活コス

トに算入されない場合は、このような投資へのインセンティブは弱いだろう。環境税が導入され

ると企業や家計は GHG 排出をコストとして算入せざるをえなくなる。このようにして、環境税

などを通じて GHG 排出削減は促進される。 
 
2 時系列データによる分析 
次に、時系列データを使った国毎の分析の結果を説明する。図 2 はドイツの経済成長率、労働

生産性上昇率、GHG 排出係数低下率の推移を示している。この図をみると、経済成長率が大きい

景気拡張期に、排出係数低下率が大きいことがわかる。つまり排出係数低下率はプロサイクリカ

ルに変動している。また、ドイツでは大部分の年において GHG 排出係数低下率は経済成長率を

上回る値を示している。このことは、「茅の方程式」によれば、大部分の年において GHG 排出量

は減少したことを意味する。 
ドイツの経済成長率を説明変数とし、GHG 排出係数低下率を被説明変数とする単純回帰の結果

は次の通りである。 

                                                                                                                                                            
http://www.env.go.jp/policy/tax/about/pdf/mat07-1.pdf にもとづく。 
9 GHG 排出削減のための投資については第 5 節で詳しく分析する。 
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ε = 1.17 g + 0.0097   R2 = 0.387 

       (3.08)   (1.34) 
経済成長率の係数推定値は 1.17 であり、時系列的にも経済成長率と GHG 排出係数低下率との

間には強い正の相関があることが確認できる。経済成長率が 1％ポイント増加すると、GHG 排出

係数低下率は 1.17％ポイント増加する。この推計式は後出の図 6 において太実線で表示されてい

る。この線上の各点と 45 度線との垂直距離（または水平距離）が GHG 排出量の変化率を示す。

経済成長率が高いほど、この垂直距離は大きくなること、つまり GHG 排出量の減少率が大きく

なることがわかる。このようにドイツにおいては経済成長と GHG 排出削減とが両立している。 
この結果は次のように考えると意外な結果ではない。先に述べたように、GHG 排出量の増加抑

制あるいは削減のための最も有力な手段は、利潤や賃金の一部を、GHG 排出削減効果をもつ設備

に投資することであろう。このような効果を持つ投資を企業や家計が増やすことができるのは経

済成長率が高い好況期である。不況期における投資は、老朽設備の更新投資だけに落ち込んでし

まい、GHG 排出削減のための投資増加は困難である。GHG 排出削減のための投資を促進する諸

制度が存在するドイツにおいても、不況期にはこのような投資は実行されない。つまり、この諸

制度が実際に機能するのは、一定の経済成長がある状況下に限られる。 

図2　ドイツの推移
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図3　アメリカの推移
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図 3 はアメリカの経済成長率、労働生産性上昇率、GHG 排出係数低下率の推移を示している。

経済成長率が大きい景気拡張期に、排出係数低下率が大きい点、つまり排出係数低下率はプロサ

イクリカルに変動している点はドイツと同じである。しかし、ドイツとは異なり、大部分の年に

おいて GHG 排出係数低下率は経済成長率を下回る。すなわち、アメリカでは大部分の年におい

て GHG 排出量は増加した。アメリカの年次データを使った単純回帰の結果は次の通りである。 
ε = 0.32 g + 0.0121    R2=0.149 

       (1.67)   (1.99) 
経済成長率の係数推定値は 0.32 であり、経済成長率が 1％ポイント増加すると、GHG 排出係

数低下率は 0.32％ポイント増加するだけである。すなわちプロサイクリカルであるとしても、弱

いプロサイクリカルな変動を示す。またこの推計式は後出の図 7 において太実線で表示されてい

る。この線上の各点と 45 度線との垂直距離をみると、経済成長率が約 2％を超える場合は、経済

成長率が高いほど、この垂直距離は大きくなる。つまり経済成長率が高いほど GHG 排出量の増

加率が大きくなることがわかる。このようにアメリカにおいては経済成長と GHG 削減とが背反

関係にある。GHG 排出削減のための投資を促進する諸制度が存在しないアメリカにおいては、不

況期にも好況期にもこのような投資は実行されない。その結果、経済成長率が高いほど GHG 排

出量の増加率が大きくなる。 
18 カ国それぞれの時系列データを使って、非説明変数を排出係数低下率とし、説明変数を経済

成長率とする回帰分析を行った。そのうち決定係数が 0.1 以上となった 13 カ国の結果を表 1 の左

半分に示す（表 1 の右半分には労働生産性上昇率を非説明変数とする推計結果も掲載されている

が、この部分については次節で説明する。）。係数推定値が大きい順に並べてある。この表から、

次の 3 点の定型化された事実が確認できる。 
① 係数推定値( 1a )はこれらすべての国で正であり、排出係数低下率はプロサイクリカルに変動

している。すなわち景気拡張期に排出係数低下率は大きくなり、景気収縮期には小さくな

る。 
② 定数項推定値( 1b )は、ほとんどすべての国においてゼロに近い小さな値である。したがって

経済成長率がゼロになると、排出係数低下率も GHG 排出量変化率もゼロに近い値になる。 
③ この推計式と茅の方程式を使うと、GHG 排出量増加率は次のように表される。 

GHG 排出量増加率 1 1(1 )g a g bε= − = − −  
先に列挙した 1990 年代に環境税を導入した諸国のうちイタリア以外の国では係数推定値

( 1a )は 1 を超える。すなわち、これらの諸国ではドイツと同様に経済成長率が大きいほど、

GHG 排出量減少率は大きくなる。1990 年代に環境税を導入しなかった諸国の大部分では

係数推定値は 1 を下回る。すなわち、これらの諸国ではアメリカと同様に経済成長率が高

まると、GHG 排出量は増加する。 
以上のような 1990 年代以降の先進諸国の定型化された事実に基づくと、GHG 排出量を削減す

るためには、第 1 に、環境税などの制度の導入が必要であり、かつ、第 2 に、一定率以上の経済

成長率が必要である。環境税などの制度を導入したとしても、経済成長率がゼロになると、GHG
排出量削減もゼロになってしまうので、Victor (2008)の政策的主張であるゼロ成長論(Managing 
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Without Growth)は誤っている10。 
 

表1 回帰分析の推計結果  

推計式 1 1a g bε = +  2 2a g bρ = +  

 1a  1b  2R  2a  2b  2R  

ベルギー 1.7961 0.0116 0.3809 0.713 0.0024 0.575 
オランダ 1.6437 0.0153 0.5295 0.3375 0.0024 0.2653 
フランス 1.4845 -0.0085 0.3578 0.4026 0.0037 0.2935 
スウェーデン 1.1965 0.0027 0.4745 0.2745 0.0171 0.1231 
ドイツ 1.1736 0.0097 0.3875 0.4913 0.0053 0.326 
スイス 1.0636 0.0007 0.2786 0.3498 0.0045 0.2694 
イギリス 1.035 0.011 0.3713 0.2993 0.012 0.2766 
ニュージーランド 0.8623 -0.0075 0.3935 0.651 -0.0118 0.4082 
イタリア 0.7474 0.0034 0.2871 0.5361 -0.0013 0.2125 
オーストラリア 0.7253 0.0062 0.5066 0.4425 0.0004 0.1841 
日本 0.6103 0.0008 0.1591 0.5926 0.0052 0.5478 
カナダ 0.5603 0.0005 0.2196 0.5122 0.0018 0.664 
アメリカ 0.3204 0.0121 0.1487 0.4531 0.0046 0.6146 
注: ε : 排出係数低下率、 g : 経済成長率、 ρ : 労働生産性上昇率。イタリック体の係数推定値は

1％水準で有意。その他の係数推定値の大部分は5％水準で有意。 

データは1991～2008年の年次データである（ドイツとスイスは1992～2008年）。日本の2008年のデー

タ、フランスの1994年のデータ、イタリアの1995年のデータは外れ値であるので除外した。 

 
IV 2 つの動学的収穫逓増効果の間のトレードオフ 
表 1 の右半分には、労働生産性上昇率を被説明変数、経済成長率を説明変数とする回帰分析の

結果も示されている。この結果は、Kaldor (1966)を端緒として定式化された産出成長と労働生産

性上昇との間の正の相関関係、すなわち「フェルドーン法則」あるいは「カルドア第 2 法則」の

計測結果に相当する。労働生産性上昇率をρ、産出成長率を g であらわすと、カルドアの推計結

果は、ρ＝0.446g + 0.888 であった11。g の係数の推計値は「フェルドーン係数」と呼ばれるが、

この値が正の値であることは、労働投入に対する収穫逓増が作用していることを意味する。この

収穫逓増は単に産出規模と労働生産性水準との間だけではなく、産出成長率と労働生産性上昇率

との間で作用しているので、「動学的収穫逓増」と呼ばれる。「フェルドーン係数」の大きさは労

働投入に対する動学的収穫逓増効果の大きさを表す。 
宇仁(2009)の第 11 章で詳しく述べるように、この労働投入に対する動学的収穫逓増効果の大き

さに影響を及ぼす要因としては、第 1 に、生産設備の質的変化がもたらす労働節約効果と、第 2

                                                  
10 経済成長率ゼロは、環境税などの制度を導入しないアメリカなどで GHG 排出量を削減するた

めには有効かもしれない。しかし、経済成長率ゼロという状態は、雇用など他の様々な面におい

て悪影響をもつので、それを考慮すると経済成長率をゼロにすることは望ましい選択肢とはいえ

ない。 
11 しかしながら、宇仁(2009)の第 10 章に示すように、Kaldor (1966)の実証方法には弱点があっ

た。産出成長率と労働生産性上昇率の観測値として使われたのは、先進 12 カ国のパネルデータで

ある。しかし、フェルドーン係数は、(1－雇用弾力性)に等しい。そして、雇用制度の国別多様性

のために、産出量に対する雇用量の弾力性は国によって大きく異なることはよく知られている。

したがって、多数の国のデータをプールして推定するのではなく、Stoneman (1979)が行ったよ

うに、一国毎に、時系列データを使って推定することが望ましい。1800-1969 年のイギリスに関

する Stoneman の推計結果では、フェルドーン係数の値は、0.655 であった。 
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に、産出量の変動に応じた雇用量の変動を抑制する諸制度がもたらす労働保蔵効果とが重要であ

る。具体的には、景気拡張期には、産出量増加に対応するための設備投資を通じて労働節約効果

をもつ新たな技術や設備が導入され、労働生産性上昇率が高まる。また、経営者は需要量の変化

に応じて労働投入量を調整しようとする。労働投入量を調整する主な方法は雇用量の調整である。

しかし、雇用は直接的に労働者の生活と関わるので、雇用量は経営者の判断によって自由に変え

られる変数ではない。雇用保障に関わる法制度や労使協定、労使交渉における労働組合側の発言

力などが産出量に応じた雇用量の柔軟な調整を妨げるので、このような制度的制約が強いことは、

景気拡張期において経営者に労働節約的な設備投資を強いる圧力となる。法制度などは社会全体

で規定されるが、生産設備の技術的性質や、労使協定や労働組合の交渉力などは、産業単位や企

業単位で規定される。したがって、労働生産性上昇率と産出成長率との間の制約関係は、1 つの

国民経済のなかでも産業や企業によって異なると考える方がよいだろう。したがって動学的収穫

逓増効果の計測は産業部門別に行うことが望ましいが、データの制約があるので、本稿では、経

済全体で分析する12。 
表 1 の右半分に示す労働生産性上昇率を被説明変数とする推計結果によると、次の 3 点の定型

化された事実が確認できる。 
① フェルドーン係数にあたる係数推定値( 2a )が、これらすべての国において 0 と 1 の間の正

値である。労働投入に対する動学的収穫逓増効果が作用していることがわかる13。 
② ほとんどすべての国において、定数項推定値( 2b )は、ゼロに近い小さな値である。 
③ 就業者数増加率 2 2(1 )g a g bρ= − = − −  である。したがって、上記の①と②を考慮する

と、経済成長率が高まると、就業者数は増加することがわかる。ただしその増加率について

は、国によって違いがある。 
排出係数低下率は、GHG1 単位当たりの実質 GDP の増加率に等しい。したがって、排出係数

の低下は、GHG 排出に対する収穫の増加ととらえることができる。表 1 の左半分に示す、係数

推定値( 1a )が正の値であることは、これらの国において GHG 排出に対する収穫逓増が作用して

いることを意味する。そして、この係数推定値( 1a )の大きさは、GHG 排出に対する動学的収穫逓

増効果の大きさを表す。この大きさと係数推定値( 2a )が示す労働投入に対する動学的収穫逓増効

果の大きさとはどのような関係にあるのだろうか。この 2 つの効果を散布図にプロットしたもの

が図 4 である。 
ベルギーを除いて考えると、図 4 によれば、これら 2 つの動学的収穫逓増効果はトレードオフ

の関係にある。すなわち、GHG 排出に対する動学的収穫逓増効果が大きい諸国（主に 1990 年代

に環境税を導入した諸国）では、労働投入に対する動学的収穫逓増効果が小さい。前者の効果が

                                                  
12 さらに表 1 の推計結果には、推計期間の設定において各国の景気循環の山や谷のずれを考慮し

ていない点や、経済全体での推計であり産業構造の国による違いを考慮していない点などの、い

くつかの欠陥がある。 
13 表 1 によれば、フェルドーン係数が比較的大きな国は、順にベルギー、ニュージーランド、日

本である。フェルドーン係数は(1－雇用弾力性)に等しいので、これらの国では雇用弾力性が小さ

いことを意味する。逆にフェルドーン係数が小さい国つまり雇用弾力性が大きい国は、スウェー

デン、イギリス、オランダとなっている。このような結果はおおむね妥当であると考えられるが、

OECD, Employment Protection Legislation Index を参考にすると、ニュージーランドの推計結

果には問題があると考えられる。 
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小さい諸国（主に 1990 年代に環境税を導入しなかった諸国）では、後者の効果が大きい。この

ようなトレードオフの関係が生じる理由は、先に述べたように GHG 排出量削減の主な手段が、

GHG 排出削減効果をもつ設備投資であるという点に求められる。投資総額が所与で不変であると

き14、企業が GHG 排出削減のための設備投資を増やす場合、労働節約効果をもつ設備への従来型

投資はその分少なくなるだろう。したがって環境税などの制度を導入した国においては、導入し

ていない国と比べて、GHG 排出に対する動学的収穫逓増効果は大きいが、労働投入に対する動学

的収穫逓増効果は小さくなると考えられる。 
 

図4　2つの動学的収穫逓増効果の関係
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V 累積的因果連関モデルによる分析 
 
1 広義の生産性レジームの定式化 
図 5 は累積的因果連関モデルの基本的枠組みを示している。「需要レジーム」は、労働生産性上

昇から需要成長に至る因果連関を表し、「生産性レジーム」は逆方向の因果連関を表す。宇仁(2011)
で説明するように、所得分配や支出構造の変化などが需要レジームの位置に影響する。生産性レ

ジームの傾きはフェルドーンやカルドアが明らかにした動学的収穫逓作用の強さを表す。生産性

レジームの位置は、前節で説明した技術的要因と制度的要因の影響を受ける。需要レジームと生

産性レジームとは実体経済面における累積的因果連関を構成し，図 5 に示すように両者の交点 P
が経済成長率と労働生産性上昇率とを決定する(Boyer (1988))。 
回帰分析自体は、因果連関とは無関係である。しかし、以下に述べる理由から、表 1 の右半分

に示す推計式は、因果連関の方向としては、経済成長率から労働生産性上昇率への因果関係を示

すと考えられる。つまり、図 6 や図 7 の上でこれらの推計式を示す細実線が生産性レジームを表

                                                  
14 投資総額を規定する資本係数、資本蓄積率および利潤率の傾向については、後で触れる。1990
年代以降、これらの変数はほぼ不変であり、また、環境税などの制度を導入した国と導入してい

ない国との間に顕著な差異は認められない。 
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すと考えられる。前節で説明した技術的要因と制度的要因は、企業や産業によって多様であると

考えられるが、個々の企業や産業の生産性レジームの時間的な変化については、循環的変動は小

さく短中期的には安定的であると考えられる。一方の、需要レジームは、とくに投資需要の循環

的変動が大きいので、景気循環に応じた変化をともなっていると考えられる。比較的安定な生産

性レジームと循環的に変動する需要レジームとを前提にして考えると、時系列データを使い、労

働生産性上昇率を被説明変数、需要成長率を説明変数とする回帰分析によって得られる推計式が、

生産性レジームを表すといえる。 
本稿の冒頭で触れたように、大部分の経済理論は、富の生産と再生産や労働の生産力・生産性

に焦点を当ててきた。このような限界を超えるためには、生産などの人間活動が生態系に及ぼす

再生不可能な破壊力や破壊性を生産理論や成長理論に統合することが求められる。以下で説明す

る「広義の生産性レジーム」は、それを定式化するひとつの試みである。 
GHG 排出量を G、実質 GDP を Y、就業者数を L で表すと、 

/ ( / ) /( / )Y G Y L G L=  
この式の両辺を変化率に変換すると、次のような恒等式が導かれる。 

/ / /G Y Y L G L− = −   すなわち、 ( / )G Lε ρ= + −  

労働 1 単位当たりの GHG 排出量（G/L）を、「労働破壊性」と呼ぶならば、上式は、排出係数

低下率が労働生産性上昇率と労働破壊性低下率との和に等しいことを示している。しかし、この

ような呼び方には次のような異議が出されるかもしれない。第 1 に、本稿の冒頭でも述べたよう

に、生態系の破壊は地球温暖化だけではなく、多様な形で進行している。第 2 に、GHG の排出

は生産活動場面だけでなく、消費活動場面でも生じるので、GHG 排出を労働だけに結びつけるこ

とには違和感がある。しかし地球温暖化はそのインパクトの深刻さとグローバル性において、生

態系の破壊を代表するもののひとつである。また、環境省「2009 年度（平成 21 年度）GHG 排

出量について」15によると、家計関連（自家用車と一般廃棄物を含む）の二酸化炭素排出量は、

日本全体の 22％であり、78％が企業・公共部門関連から排出されている。したがって、労働 1 単

位当たりの GHG 排出量（G/L）を「労働破壊性」の数量的指標とすることはそれほど的外れなこ

とではない16。 
上式によると、排出係数低下率(ε )は、労働の破壊性の変化をも織り込んだ広義の労働生産性の

変化を表すと考えられる。つまり排出係数低下率は「広義の生産性上昇率」と呼ぶことができる。

そして、生産性レジームに関して述べたことと同様に、表 1 の左半分に示す推計式（すなわち図

6 や図 7 の上で排出係数低下率を示す太実線）は、経済成長率から広義の生産性上昇率への因果

連関を表すと考えられる。つまり「広義の生産性レジーム」を表すと考えられる。図 5 において、

需要レジームと生産性レジームの交点 P が経済成長率 g と労働生産性上昇率ρとを決定するとす

れば、その上方にある点 Q の高さが広義の生産性上昇率εを示す。そして点 Q と点 P との距離

が、労働破壊性低下率の大きさを示す。 
 

                                                  
15 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/2009yoin-1.pdf 
16 また、マルクスによれば、資本主義においては労働の生産力は資本の生産力となるので、労働

の破壊力は資本の破壊力となる。この論点は重要であるが、本稿では議論しない 
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図 5 需要レジーム・生産性レジーム・広義の生産性レジーム 
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2 イノベーションの転換が需要レジームに及ぼす影響 
 Georgescu-Roegen (1976)は、技術進歩の典型的な形態として、「節約型イノベーション

economy-innovations」、「代替型イノベーション substitution-innovations」および「スペクトラ

ム・イノベーション spectrum-innovations」を挙げた。「節約型イノベーション」とは、エネル

ギー・コストが大きい原材料を小さいものに代替することなどにより、「低エントロピー」の節約

を達成するイノベーションであり、「代替型イノベーション」とは、労働投入節約のために、より

多くの鉱物資源を使用する設備を導入するなど、単に人間のエネルギーを物理・化学的エネルギ

ーで代替することである。これら二つは主にプロセス・イノベーションと考えられるが、三つ目

の「スペクトラム・イノベーション」は、新しい消費財を作り出すプロダクト・イノベーション

である。Georgescu-Roegen によると、スペクトラム・イノベーションのほとんどは、同時に代

替型イノベーションである。過去百年間は、容易に入手可能な鉱物資源の発見が相次いだ例外的

な時代であり、この発見は鉱物資源に基づくエネルギーを安価にした。そして、代替型イノベー

ションを通じて、労働生産性は大きく上昇した (Georgescu-Roegen, 1976, p. 18.)。しかし、鉱物

資源の燃焼にもとづくエネルギー消費の増加による GHG 排出の増加をともなった。 
1990 年代以降、一部の先進諸国は、環境税などの導入を通じて、GHG 排出削減のための投資

を促進してきた。これは、Georgescu-Roegen の用語で表現すると、「代替型イノベーション」か

ら「節約型イノベーション」へのイノベーションの転換である。また、この転換のひとつの帰結

が、これらの諸国では、GHG 排出に対する動学的収穫逓増効果が大きくなっていることである。 
 「代替型」から「節約型」へのイノベーションの転換は、資本係数や利潤率などの変化を介し

て、需要レジームに影響を及ぼす可能性がある。以下ではこの影響について考察する。例外的な

鉱物資源の発見が相次いだ過去百年間に、コスト構造は、「フロー要素」が増大し、「ファンド要

素」が減少するという方向に変化したと Georgescu-Roegen は述べた。このような変化は、資本
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係数の低下につながると考えられる。Georgescu-Roegen のこの考え方によれば、「節約型イノベ

ーション」への転換は、資本係数の上昇をもたらすと予測できる。もっと明確に、柴田(1953)は、

次のように労働投入係数の上昇、資本係数の上昇や利潤率の低下を予測した。「可壊的富源を食い

つぶせば食いつぶすほど、われわれは、もっと深い地底を掘ったり、もっと遠隔の鉱山や海洋を

あさったり、もっと劣悪な貧鉱や鉱脈に手をつけたりしなければならぬ。そこで、それらの富を

「生産」するためには、ますます多くの生産財や労働力を、それらの富の一単位あたりの「生産」

に際して、投ぜねばならぬ。だから、上述の研究によって明白なように、一般利潤率はますます

低下せざるを得ぬ」(p.66)17。柴田は、このような「可壊的富源の破壊から由来する禍」を「壊禍」

と呼び、技術改良、交換範囲の拡大や企業集中などを手段とする「対壊禍闘争」を資本主義存続

のための重要課題として位置づけた18。したがって、柴田の考え方を正確にいえば、資本係数な

どの将来の行方は、「壊禍」に対抗する「対壊禍闘争」の強さや形態にも依存する。 
 1990 年代以降の先進諸国において、「壊禍」とそれに対抗する「対壊禍闘争」とは、資本係数

や利潤率に対してはどのような影響を及ぼしているのだろうか。表 2 はデータが得られた数カ国

における資本係数、資本蓄積率および利潤率の変化率を示している。サンプル数は少ないが、表

2 から次の 3 点が推測できる。 
①GHG 排出係数低下率と比べると、資本係数と資本蓄積率の変化率は小さい。 
②GHG 排出係数の変化と、資本係数あるいは資本蓄積率の変化との間には、明確な相関はない。 
③利潤率の傾向的低下傾向はない19。 
したがって、ヨーロッパ諸国を中心に、GHG 排出削減のための「節約型イノベーション」が増

えているとしても、そのために必要な設備投資の増加は、資本蓄積の顕著な加速を伴っていない

し、生産における資本深化も伴っていない。つまり、従来「代替型イノベーション」に充ててい

た設備投資資金の一部を「節約型イノベーション」のための設備投資に振り替える形態で、イノ

ベーションの転換が進められていると推測できる。 
このような形態でイノベーションの転換は、以下に説明するように、需要レジームのポジショ

ンに大きな影響を及ぼさないと考えられる。需要レジームは、累積的因果連関に基づく成長モデ

ルにおいて、労働生産性上昇から、所得分配とその支出を介して、需要成長に至る因果連関の経

路を表す。宇仁(2011)に示すように、投資財部門の需要レジームのポジションを決める要素とし

ては、「資本蓄積効果」、「需要構造変化効果」および「相対価格変化効果」がある。このうち資本

                                                  
17 Georgescu-Roegen (1976)も、同様な文脈で、採鉱するためのエネルギー・コストの急速に増

加することを指摘している(p.12)。 
18 柴田(1953)では、「壊禍の法則」はマルクス・スラッファ型の 3 部門モデルで考察されている。

しかし柴田(1976)など 1970 年代の著書においては、「壊禍の法則」は、労働、資本財および可壊

的天然資源（「本源財」と呼ばれる）を投入要素とするコブ・ダグラス型生産関数を用いて展開さ

れている。コブ・ダグラス型生産関数では、投入要素は代替的であるので、可壊的天然資源の枯

渇は資本財の投入の増加によってカバーすることができてしまう。コブ・ダグラス型生産関数の

採用に関する柴田のいくつかの弁明を考慮したとしても、この採用は不適切である。実際は、本

源財と他の投入要素とは代替的関係にはないという点は篠原(1979)も指摘している。また

Georgescu-Roegen (1976)も、Solow (1974)が、投入要素間の代替を無条件に認めて「この世界は

事実上、天然資源なしでもやっていける」と結論している点を、厳しく批判している(pp. 17-18)。 
19 利潤率はノルウェーとフィンランドでやや大きな上昇が見られるが、起点である 1990 年は、

北欧諸国の金融危機の最中にあたるという特殊事情が影響していると考えられる。 
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蓄積効果の大きさは、資本蓄積率に比例する。資本蓄積率が不変である場合には、資本蓄積効果

の大きさも不変である。また、需要構造変化効果は、投資財需要額と消費財需要額との比率が変

化するときに作用する。上記のような形態でのイノベーションの転換は、この比率を変化させな

いので、需要構造変化効果は作用しない。相対価格変化効果の大きさは投資財部門と消費財部門

との間の労働生産性上昇率格差に比例する。代替型から節約型へのイノベーションの転換は、両

部門の労働生産性上昇にほぼ同じ影響を及ぼすと考えられるので、格差はそれほど変化しないだ

ろう。以上みたように、需要レジームのポジションを決める 3 つの要素に対して、上記のような

形態で進行するイノベーションの転換が及ぼす影響は小さい。つまり、このイノベーションの転

換は需要レジームに関してほぼ中立的である。 
 
表 2 1990～2008 年の資本係数などの変化率（平均年率） 

  
GHG 排出係
数低下率 

資本係数上
昇率 

資本蓄積率上
昇率 

利潤率上昇
率 

オランダ 2.8% -1.0% -1.4% 0.1%

ドイツ 2.7% 0.3% -2.0% 0.4%

ノルウェー 2.5% -0.8% 1.2% 3.0%

フィンランド 2.5% -1.4% -1.2% 2.8%

アメリカ 2.1% -0.3% -0.5% -0.3%

オーストラリア 1.9% -0.1%   0.2%

オーストリア 1.8% 0.0% -1.0% 0.6%

イタリア 1.0%   -0.5% -0.5%

出所: GHG排出量(GHGs excluding LULUCF, in Gg CO2 eq.)は国連気候変動枠組条約（UNFCCC）のホームペ

ージから、その他のデータはSource OECDの統計データベースから得た。 
注: 資本係数＝Net fixed assets at constant prices / GDP at constant prices.  
資本蓄積率＝(Gross fixed capital formation at current prices – Housing at current prices) / Net fixed assets at 
current prices. 
利潤率＝Gross operating surplus and gross mixed income at current prices / Net fixed assets at current prices. 
資本蓄積率と利潤率は、1990～2006 年の変化率の平均年率である。ドイツについては、4 つの変数とも起点は 1991
年である。 
 

3 イノベーションの転換が生産性レジームと広義の生産性レジームに及ぼす影響 
表 1 に示す推計結果の推計式をグラフ化することにより、各国における生産性レジームと広義

の生産性レジームのポジションを知ることができる。図 6 の細実線と太実線とはドイツにおける

この 2 つのレジームを示している。労働破壊性低下率は、これら 2 つの線の垂直距離で測られる。

たとえば、経済成長率が年率 3％の場合、排出係数低下率は 4.5％、労働生産性上昇率は 2.0％で

あるので労働破壊性低下率は 2.5％となる。図 6 によれば、ドイツでは経済成長率が高いほど、

労働破壊性は急速に低下していく。 
図 7 はアメリカのケースを示す。生産性レジームの位置はドイツとほぼ同様である。しかし、

広義の生産性レジームの傾きがドイツよりかなり小さい。たとえば、経済成長率が年率 3％の場

合、排出係数低下率は 2.25％、労働生産性上昇率は 1.8％なので労働破壊性低下率はわずか 0.4％
にすぎない。図 7 によれば、アメリカでは経済成長率が高いほど、労働破壊性の低下は鈍化する。 
表 1 において、上位にランクされている諸国（その多くは 1990 年代に環境税を導入した諸国）

の構図は、図 6 と同様でありドイツの状況に近い。表 1 の下位にランクされている諸国（その多

くは 1990 年代に環境税を導入しなかった諸国）の構図は、図 7 と同様でありアメリカの状況に
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近い。このように、環境税などの導入の有無という制度的要因が、労働破壊性の変化に関する大

きな分岐を生んでいる。 

図6　ドイツの生産性レジーム
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図7　アメリカの生産性レジーム
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広義の生産性レジームの傾きは表 1 の 1a の値で示され、生産性レジームの傾きは 2a の値で示さ

れる。表 1 の上位にランクする国ほど（すなわち、排出係数低下率が大きい国ほど）、 1a の値は

大きく、 2a の値は小さいという傾向がある。ただし 2a の値の国別差異は小さい。したがって、環

境税などの制度の下で「代替型」から「節約型」へのイノベーションの転換が進むと、広義の生

産性レジームの傾きは増加し、生産性レジームの傾きは減少すると考えられる。すなわち図 5 に

おいて、広義の生産性レジームは反時計回りにかなり大きく回転し、生産性レジームは時計回り

にやや小さく回転する。 
先に述べたような形態でのイノベーションの転換は、需要レジームのポジションには大きな影

響を及ぼさない。需要レジームの位置が不変であるとすれば、生産性レジームの時計回りの回転

によって、生産性レジームと需要レジームとの交点 P は少し左下方向にシフトする。その結果、

経済成長率 g と労働生産性上昇率ρは若干小さくなる。また、広義の生産性レジームは反時計回

排出係数低下率 
(広義の生産性レジーム) 

労働生産性上昇率 
(生産性レジーム) 

広義の生産性レジーム 

生産性レジーム 

45 度線 

45 度線 
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りの大きな回転によって、点 Q は右上方向にシフトする。その結果、広義の生産性上昇率εは増

加し、労働破壊性低下率も大きくなるだろう。 
したがって、ドイツなど環境税などの導入によって「節約型」へのイノベーションの転換を進

めた国では、部分的ではあるが、経済成長率と労働生産性上昇率が犠牲になっている。このよう

に、経済成長と GHG 排出削減との間には部分的ジレンマが存在する。したがって、GHG 排出削

減に代表される労働破壊性の低下を優先するか、それとも経済成長を優先するかは政治的な選択

にならざるをえない。 
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